
議第１１号 

 

 

 

 

鶴岡市指定文化財の解除について 

 

 

鶴岡市文化財保護条例（平成１７年条例第１１０号）第６条第２項の規定に基づ

き、別紙鶴岡市指定文化財の指定を解除する。 

 

 

 

平成３１年４月２５日提出   

 

鶴岡市教育委員会 

教育長  布 川 敦 

  



別 紙 

指定種別 

部 門 有形文化財 

分 類 考古資料 

１ 名 称  棟札 

２ 員 数  一枚（長２尺余、幅８寸、厚２８分） 

３ 所在の場所 鶴岡市西片屋字片貝２５３ 

４ 所有者の氏名  熊野神社 

５ 所有者の住所 鶴岡市西片屋字片貝２５３ 

６ 指定書記号番号  考 第１０号 

７ 指定年月日  平成元年３月２７日 

８ 解除の理由  平成３０年８月３１日発生した火災により滅失 

 



 

市指定文化財の指定解除について 

【棟札 指定書記号番号 考 第 10号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西片屋 熊野神社  南から  同 拝殿近景  南から 

  

同 本殿近景  南東から 同  北から 

山形新聞 H30.9.1 

荘内日報 H30.9.1 

（裏） （表） 



別 紙 

指定種別 

部 門 史跡天然記念物 

分 類 史跡 

１ 名 称  上山城主 里見越後守主従の墓地 

２ 員 数    － 

３ 所在の場所 鶴岡市丸岡字町の内３６ 

４ 所有者の氏名  天澤寺 

５ 所有者の住所 鶴岡市丸岡字町の内３６ 

６ 指定書記号番号  史 第１６号 

７ 指定年月日  平成元年３月２７日 

８ 解除の理由  山形県指定史跡との重複指定による 

 



 

市指定文化財の指定解除について 

【上山城主 里見越後守主従の墓地 指定書記号番号 史 第 16号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県指定申請時 添付図面として保管 S38.1.22 付け県

指定通知書抜粋 

県指定申請書類 抜粋 

 

H 元 3.6. 櫛引町文化財保護審議会 指定調書 

 


